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�

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
取
消
し
の
届
出

(

同

)

…

�

収
用
委
員
会

○
収
用
の
裁
決
手
続
開
始
の
決
定

(

監

理

課)

…

�

○
右

同

(

同

)

…

�

○
右
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(

同

)

…

�

○
公
示
に
よ
る
通
知

(

同

)

…

�

告

示

青
森
県
告
示
第
二
百
六
十
七
号

農
林
水
産
大
臣
か
ら
、
次
の
と
お
り
森
林
を
保
安
林
に
指
定
し
よ
う
と
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た

の
で
、
森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
四
月
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
追
良
瀬
字
西
追
良
瀬
山
一
の
一
・
字
北
追
良
瀬
山
一
・
字
東
追
良
瀬
山

一

(

以
上
三
筆
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

二

保
安
林
指
定
の
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

指
定
施
業
要
件

	

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係

る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。




立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
図｣

及
び

｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
青
森
県
農
林

水
産
部
林
政
課
及
び
深
浦
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

青
森
県
告
示
第
二
百
六
十
八
号

公
有
水
面
埋
立
法

(

大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
六

年
三
月
二
十
九
日
次
の
と
お
り
公
有
水
面
の
埋
立
て
の
免
許
を
し
た
の
で
、
同
法
第
十
一
条
の
規
定

に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
四
月
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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一

免
許
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

１

免
許
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県

２

代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
知
事

三
村
申
吾

二

埋
立
区
域

１

位
置

下
北
郡
風
間
浦
村
大
字
下
風
呂
字
下
風
呂
一
一
六
番
二
か
ら
七
七
番
一
に
隣
接
す
る
国
道
二

七
九
号
の
地
先
公
有
水
面

２

区
域

測
量
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る

国
土
交
通
省
告
示

(

平
成
十
四
年
一
月
十
日
告
示
第
九
号)

で
定
め
ら
れ
た
平
面
直
角
座
標
第

十
系
を
用
い
て
得
た
次
の
各
点
の
う
ち
、
①
の
地
点
か
ら
⑦
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
結
ん
だ
線
、

⑦
の
地
点
と
⑪
の
地
点
と
を
結
ぶ
春
分
・
秋
分
の
満
潮
位(
Ｔ
・
Ｐ
・
プ
ラ
ス
〇
・
六
六
五
メ
ー

ト
ル)

に
お
け
る
公
有
水
面
と
陸
地
と
の
境
界
線
及
び
①
の
地
点
と
⑪
の
地
点
と
を
直
線
で
結

ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

①
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
六
三
〇
二
六
・
七
三
七

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

二
一
七
八
四
・
七
六
〇

②
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
六
三
〇
二
一
・
〇
五
七

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

二
一
七
九
五
・
二
〇
三

③
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
六
三
一
〇
六
・
五
六
四

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

二
一
八
四
二
・
一
七
三

④
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
六
三
一
一
〇
・
二
二
〇

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

二
一
八
三
五
・
四
三
〇

⑤
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
六
三
一
四
〇
・
六
三
七

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

二
一
八
五
一
・
九
二
一

⑥
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
六
三
〇
九
〇
・
五
九
一

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

二
一
九
四
四
・
二
二
八

⑦
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
六
二
九
三
二
・
七
一
九

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

二
二
〇
二
九
・
八
二
〇

⑧
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
六
二
九
二
五
・
〇
一
二

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

二
二
〇
四
四
・
八
五
八

⑨
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
六
二
九
一
〇
・
六
七
三

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

二
二
〇
七
二
・
三
五
六

⑩
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
六
二
九
三
八
・
九
五
九

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

二
二
〇
八
三
・
〇
一
一

⑪
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
六
二
九
三
八
・
四
八
四

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

二
二
〇
八
四
・
一
二
八

３

面
積

八
、
一
三
九
・
三
九
平
方
メ
ー
ト
ル

三

埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

１

位
置

下
北
郡
風
間
浦
村
大
字
下
風
呂
字
下
風
呂
一
二
七
番
一
及
び
一
一
六
番
一
か
ら
字
家
ノ
尻
一

八
番
に
隣
接
す
る
国
道
二
七
九
号
の
地
先
公
有
水
面
及
び
同
国
道
地
内

２

区
域

測
量
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る

国
土
交
通
省
告
示

(

平
成
十
四
年
一
月
十
日
告
示
第
九
号)

で
定
め
ら
れ
た
平
面
直
角
座
標
第

十
系
を
用
い
て
得
た
次
の
各
点
の
う
ち
、
①
の
地
点
か
ら
⑥
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
結
ん
だ
線

及
び
①
の
地
点
と
⑥
の
地
点
と
を
直
線
で
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

①
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
六
三
一
〇
四
・
六
四
〇

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

二
一
六
九
八
・
〇
四
三

②
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
六
三
二
一
八
・
三
六
二

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

二
一
七
六
一
・
二
五
四

③
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
六
三
一
二
七
・
八
七
八

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

二
一
九
二
八
・
一
四
七

④
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
六
二
九
四
四
・
一
四
一

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

二
一
八
二
八
・
五
三
一

⑤
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
六
二
九
〇
八
・
八
九
七

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

二
一
八
九
七
・
二
九
二

⑥
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
六
二
九
〇
二
・
四
二
一

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

二
一
九
五
〇
・
八
一
六

３

面
積
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三
二
、
四
五
五
・
一
二
平
方
メ
ー
ト
ル

四

埋
立
地
の
用
途

漁
港
施
設
用
地

公

告

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
四
月
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
青
北
建
設

二

代
表
者
の
氏
名

附
田

忠
志

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

三
沢
市
六
川
目
三
四
の
五
七

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
一)

第
九
〇
五
六
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
六
年
三
月
二
十
五
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

さ
く
井
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
六
年
三
月
二
十
二
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
四
月
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
丸
善
工
業

二

代
表
者
の
氏
名

蝦
名

善
語

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

上
北
郡
野
辺
地
町
字
枇
杷
野
三
三
の
一
九
八

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
三)

第
五
〇
〇
〇
三
〇
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
六
年
三
月
二
十
六
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
、
建
築
、
板
金
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
六
年
三
月
八
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り

確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

選
挙
管
理
委
員
会

青 森 県 報������	
� 	�� 第2310号� �



� �青 森 県 報平成16年４月５日 月曜日 第2310号 �� �



� � 青 森 県 報������	
� 	�� 第2310号� �



� �青 森 県 報平成16年４月５日 月曜日 第2310号 �� �



� � 青 森 県 報������	
� 	�� 第2310号� �



� �

収

用

委

員

会

収
用
の
裁
決
手
続
開
始
の
決
定

土
地
収
用
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号)
第
四
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
収
用

の
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
四
月
五
日

青
森
県
収
用
委
員
会
会
長

平

田

由

世

一

起
業
者
の
名
称

青
森
県

二

事
業
の
種
類

青
森
都
市
計
画
公
園
事
業
九
・
六
・
一
号
青
森
県
総
合
運
動
公
園

三

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
土
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
地
積
等

別
表
の
と
お
り

四

土
地
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

氏
名

相
馬
清
憲

住
所

青
森
県
青
森
市
大
字
安
田
字
近
野
三
九
四
番
地
一

五

土
地
に
関
し
て
権
利
を
有
す
る
関
係
人
の
氏
名
、
住
所
及
び
そ
の
権
利
の
種
類

な
し

六

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
年
月
日

平
成
十
六
年
三
月
二
十
三
日

別
表

３
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
土
地
の
所
在
､
地
番
､
地
目
及
び
地
積
等

収
用
の
裁
決
手
続
開
始
の
決
定

土
地
収
用
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号)

第
四
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
収
用

の
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
四
月
五
日

青
森
県
収
用
委
員
会
会
長

平

田

由

世

一

起
業
者
の
名
称

青
森
県

二

事
業
の
種
類

青
森
都
市
計
画
公
園
事
業
九
・
六
・
一
号
青
森
県
総
合
運
動
公
園

三

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
土
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
地
積
等

別
表
１
の
と
お
り

四

土
地
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

別
表
２
の
と
お
り

五

土
地
に
関
し
て
権
利
を
有
す
る
関
係
人
の
氏
名
、
住
所
及
び
そ
の
権
利
の
種
類

な
し

六

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
年
月
日

平
成
十
六
年
三
月
二
十
三
日

別
表
１

３
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
土
地
の
所
在
､
地
番
､
地
目
及
び
地
積
等

青 森 県 報平成16年４月５日 月曜日 第2310号 �

地
目

地
積
(㎡
)

土
地
の
所
在

地
番

公
簿

公
簿

実
測

青
森
県
青
森
市
大
字
三
内
字

丸
山

255番
13

畑
1,719

不
明

� �



� �

別
表
２

４
土
地
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

収
用
の
裁
決
手
続
開
始
の
決
定

土
地
収
用
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号)

第
四
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
収
用

の
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
四
月
五
日

青
森
県
収
用
委
員
会
会
長

平

田

由

世

一

起
業
者
の
名
称

青
森
県

二

事
業
の
種
類

青
森
都
市
計
画
公
園
事
業
九
・
六
・
一
号
青
森
県
総
合
運
動
公
園

三

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
土
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
地
積
等

別
表
の
と
お
り

四

土
地
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

氏
名

三
浦
勝
雄

住
所

青
森
県
青
森
市
大
字
新
城
字
平
岡
一
五
一
番
地
一
五
八

五

土
地
に
関
し
て
権
利
を
有
す
る
関
係
人
の
氏
名
、
住
所
及
び
そ
の
権
利
の
種
類

な
し

六

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
年
月
日

平
成
十
六
年
三
月
二
十
三
日

別
表

３
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
土
地
の
所
在
､
地
番
､
地
目
及
び
地
積
等

公
示
に
よ
る
通
知

土
地
収
用
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号)

第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の

書
類
を
通
知
す
る
に
当
た
り
、
通
知
を
受
け
る
べ
き
者
の
住
所
、
居
所
そ
の
他
通
知
す
べ
き
場
所
を

確
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
土
地
収
用
法
施
行
令(

昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
四
十
二
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
に
よ
る
通
知
を
行
う
。

平
成
十
六
年
四
月
五
日

青
森
県
収
用
委
員
会
会
長

平

田

由

世

一

通
知
す
べ
き
書
類
の
名
称

審
理
の
開
始
に
つ
い
て

(

通
知)

二

通
知
を
受
け
る
べ
き
者

別
表
の
と
お
り

三

通
知
す
べ
き
書
類
の
保
管
場
所

青
森
県
県
土
整
備
部
監
理
課
内

四

そ
の
他

一
の
書
類
は
、
平
成
十
六
年
四
月
二
十
七
日
を
も
っ
て
通
知
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
ま
す
。

別
表通
知
を
受
け
る
べ
き
者

青 森 県 報������	
� 	�� 第2310号
地

目
地
積
(㎡
)

土
地
の
所
在

地
番

公
簿

公
簿

実
測

青
森
県
青
森
市
大
字
三
内
字

丸
山

261番
原
野

1,011
不
明

氏
名

持
分

住
所

奥
崎
行
雄

４
分
の
1

不
明

江
畑
万
次
郎

４
分
の
1

不
明

奥
崎
平
次
郎

４
分
の
1

不
明

佐
藤
浅
�

４
分
の
1

不
明

地
目

地
積
(㎡
)

土
地
の
所
在

地
番

公
簿

公
簿

実
測

青
森
県
青
森
市
大
字
三
内
字

丸
山

262番
畑

614
不
明

� �



� �青 森 県 報平成16年４月５日 月曜日 第2310号 ��
氏

名
住

所

奥
崎
行
雄

不
明

江
畑
万
次
郎

不
明

奥
崎
平
次
郎

不
明

佐
藤
浅
�

不
明

� �

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


